
























コーポレートガバナンスの体制図 
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適 時 開 示 体 制 の 概 要 （模式図） 

 

 

 当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      会社情報（財務情報を除く）

の流れ 

      財務情報の流れ 

 

  当社は社内規程として「広報規程」を定め、金融商品取引法および東京証券取引所の定める適時開示

規則により開示が要請される重要事項、全社各部門で入手した重要情報ならびに投資判断に重要な影響

を与えると思われる情報について、的確な会社情報の適時開示に努めております。 

  情報開示に関する決裁を広報担当執行役員が、情報開示を経営企画部がそれぞれ担当し、情報収集・

開示活動の管理、推進を行っております。 

  全社各部門は、適宜｢情報連絡･開示申請書｣を通じて、重要情報の報告に努めております。また、取締

役会は、情報開示に関し監査役および会計監査人から、定期的な会計監査に加えて助言・指導を受けて

おります。 

 全社各部門および経営企画部は、情報開示に関する社内体制の運用につき、定期的に内部監査部門

（監査部）の監査を受けております。 
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